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荒
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に
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工
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全
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

我
が
国
で
は
、
「
生
物
多
様
性
基
本
法
」
（
平
成
二
十
年
施
行
）
を
始
め
、
「
改
正
河
川
法
」
（
平
成
九
年
施
行
）
「
流
域

治
水
関
連
法
」
（
令
和
三
年
施
行
）
「
多
自
然
川
づ
く
り
基
本
方
針
」
（
平
成
十
八
年
策
定
）
「
美
し
い
山
河
を
守
る
災
害
復

旧
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
六
年
改
定
）
「
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
推
進
戦
略
」
（
令
和
五
年
改
定
）
等
々
に
お
い
て
、
河
川
を

対
象
に
実
施
さ
れ
る
全
て
の
治
水
工
事
で
河
川
環
境
の
保
全
整
備
を
図
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
、
「
荒

川
水
系
河
川
整
備
基
本
方
針
」
（
平
成
十
九
年
）
及
び
「
荒
川
水
系
河
川
整
備
計
画
」
（
平
成
二
十
八
年
）
が
策
定
さ
れ
て
い

る
。 

 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
及
び
荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
管
内
の
荒
川
河
川
区
域
は
、
全
国
最

大
規
模
の
河
川
敷
を
有
し
、
良
好
な
自
然
環
境
が
現
存
す
る
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
、
近
年
「
入
間
川
流
域
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
令
和
二
年
公
表
）
や
「
荒
川
水
系
流

域
治
水
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
（
令
和
三
年
公
表
）
等
に
よ
る
重
点
的
な
治
水
工
事
が
各
所
で
多
数
実
施
さ
れ
て
い
る
現
状
に
あ

る
。 

 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所
で
は
、
「
改
正
河
川
法
」
に
お
い
て
河
川
環
境
の
保
全
整
備
と
住
民
意
見
の
反
映
が
位
置
づ
け
ら
れ
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た
こ
と
を
踏
ま
え
、
『
河
川
管
理
者
及
び
市
民
団
体
等
が
行
う
河
川
環
境
の
適
切
な
保
全
に
つ
い
て
、
情
報
の
共
有
を
図
り
意

見
調
整
や
合
意
形
成
を
図
る
』
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
荒
川
上
流
環
境
保
全
連
絡
会
」
（
以
下
、
連
絡
会
と
称
す
）
を
平
成
二

十
二
年
十
二
月
十
三
日
に
設
置
し
、
直
近
で
は
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
開
催
ま
で
十
三
年
以
上
に
わ
た
り
計
三
十
一
回
が
開

催
さ
れ
て
き
た
。 

 

荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
で
は
、
「
荒
川
水
系
河
川
整
備
計
画
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
（
計
七
百

六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
」
の
整
備
に
際
し
、
『
自
然
環
境
の
保
全
・
創
出
と
そ
れ
に
伴
う
維
持
管
理
の
観
点
か
ら
、
調
節
池
の
将

来
像
に
つ
い
て
の
意
見
交
換
を
行
う
』
こ
と
を
目
的
と
し
た
「
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
環
境
保
全
懇
談
会
」
を
平
成
三
十
一
年

二
月
二
十
八
日
に
設
置
し
、
令
和
二
年
八
月
二
十
一
日
に
第
二
回
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。 

 

近
年
に
お
け
る
洪
水
被
害
の
増
大
に
伴
う
治
水
対
策
の
推
進
は
望
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
施
に
際
し
て
は
右
に
記

し
た
環
境
と
の
調
和
・
整
合
を
全
て
の
工
事
に
お
い
て
図
る
こ
と
と
、
そ
の
意
見
調
整
や
合
意
形
成
は
、
河
川
管
理
者
が
自
ら

設
置
し
た
協
議
の
場
を
最
大
限
に
活
用
し
、
円
滑
な
事
業
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。 

 

荒
川
河
川
区
域
で
現
在
取
り
組
ま
れ
て
い
る
各
種
治
水
事
業
に
お
い
て
は
、
「
治
水
」
と
「
環
境
」
の
バ
ラ
ン
ス
を
著
し
く

欠
い
た
環
境
破
壊
を
伴
う
工
事
が
実
施
さ
れ
、
し
か
も
合
意
形
成
の
点
か
ら
も
国
の
取
組
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の
疑
念



 

３ 

 

が
生
じ
て
い
る
た
め
、
以
下
に
質
問
す
る
。 

一 
治
水
工
事
に
お
け
る
環
境
配
慮
を
検
討
す
る
う
え
で
、
対
象
地
区
の
希
少
動
植
物
や
自
然
環
境
に
関
す
る
環
境
情
報
の
共

有
は
、
合
意
形
成
の
た
め
の
不
可
欠
な
基
盤
的
要
件
と
言
え
る
。
河
川
整
備
基
本
方
針
に
は
、
情
報
の
共
有
化
や
代
償
措
置

が
入
っ
て
い
る
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
に
よ
る
当
該
連
絡
会
で
は
、
希
少
動

植
物
情
報
の
扱
い
に
関
す
る
取
り
決
め
が
無
か
っ
た
こ
と
か
ら
一
時
混
乱
が
生
じ
、
令
和
五
年
一
月
十
六
日
開
催
の
第
二
十

七
回
連
絡
会
で
設
置
要
綱
を
改
正
し
、
「
四 

守
秘
義
務 

参
加
者
は
本
連
絡
会
で
知
り
得
た
情
報
に
つ
い
て
、
守
秘
義
務

を
負
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
守
秘
義
務
は
、
連
絡
会
を
離
れ
た
後
も
同
様
の
扱
い
と
す
る
。
」
が
加
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、

こ
れ
以
降
四
回
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
る
連
絡
会
で
は
、
設
置
要
綱
が
守
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
目
的
に
「
情
報
の
共

有
を
図
る
」
場
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
、
構
成
者
も
特
定
さ
れ
、
さ
ら
に
守
秘
義
務
が
加
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
オ
オ

タ
カ
情
報
の
資
料
は
当
日
配
布
・
回
収
さ
れ
、
河
川
環
境
図
面
情
報
資
料
は
後
日
回
収
の
扱
い
の
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
、
加

盟
団
体
の
対
策
検
討
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
。 

 
 

国
土
交
通
省
で
は
、
同
様
の
民
間
団
体
が
参
加
す
る
協
議
検
討
の
場
に
お
い
て
、
守
秘
義
務
を
遵
守
す
る
と
い
う
理
由
で

希
少
動
植
物
情
報
が
回
収
さ
れ
て
い
る
事
例
は
無
い
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
他
事
例
と
の
比
較
に
お
い
て
、
当
該
連
絡
会
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で
は
な
ぜ
情
報
制
限
を
す
る
の
か
、
そ
の
明
確
な
判
断
基
準
の
要
件
を
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 
 

ま
た
、
連
絡
会
の
場
に
お
い
て
は
市
民
団
体
が
自
主
的
に
行
っ
て
い
る
自
然
環
境
調
査
に
よ
る
希
少
動
植
物
デ
ー
タ
が
提

供
さ
れ
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
公
金
を
用
い
て
実
施
さ
れ
た
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
に
よ
る
公
的
な
自
然
環
境
調
査

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
の
み
が
一
方
的
に
情
報
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
対
応
で

あ
る
の
か
、
併
せ
て
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

二 

荒
川
は
広
大
な
河
川
敷
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
オ
オ
タ
カ
の
繁
殖
が
河
川
区
域
内
で
確
認
さ
れ
て
お
り
、
繁
殖
地
で
の
治

水
工
事
に
際
し
て
は
環
境
省
に
よ
る
「
猛
禽
類
保
護
の
進
め
方
」
及
び
埼
玉
県
に
よ
る
「
埼
玉
県
オ
オ
タ
カ
等
保
護
指
針
」

に
基
づ
く
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
行
政
指
針
で
は
、
開
発
事
業
者
が
オ
オ
タ
カ
の
生
態
調
査
を
行
い
、
工
事
等
に

よ
る
悪
影
響
の
回
避
が
必
要
な
「
営
巣
中
心
域
」
等
の
範
囲
を
特
定
し
て
、
保
全
対
策
等
を
検
討
す
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。 

 
 

「
入
間
川
流
域
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
お
け
る
治
水
工
事
箇
所
で
も
、
複
数
の
オ
オ
タ
カ
「
営
巣
中
心
域
」

内
で
の
樹
林
伐
採
工
事
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
望
ま
し
い
保
全
対
策
に
つ
い
て
は
、
連
絡
会
で
も
度
々
議
論
さ
れ
注
目

し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
令
和
四
年
度
、
越
辺
川
紺
屋
地
区
の
樹
林
伐
採
工
事
が
治
水
事
業
と
し
て
秋
・
冬
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期
に
実
施
さ
れ
、
「
営
巣
中
心
域
」
内
の
し
か
も
巣
の
直
近
十
メ
ー
ト
ル
程
ま
で
樹
木
が
伐
採
さ
れ
、
裸
地
に
な
る
環
境
破

壊
が
行
わ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
オ
オ
タ
カ
へ
の
決
定
的
な
悪
影
響
が
生
じ
、
令
和
五
年
の
春
・
夏
に
繁
殖
地
放
棄
に
至
っ

た
こ
と
が
、
地
元
環
境
団
体
の
調
査
に
よ
り
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

公
共
工
事
に
よ
っ
て
繁
殖
地
が
消
失
し
た
事
例
は
、
平
成
十
一
年
の
「
埼
玉
県
オ
オ
タ
カ
等
保
護
指
針
」
策
定
後
、
埼
玉

県
内
で
は
初
め
て
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
は
「
営
巣
中
心
域
」
内
に
お
け
る
工
事
で

あ
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て
お
り
、
学
識
者
に
よ
る
「
オ
オ
タ
カ
は
（
伐
採
し
た
）
環
境
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と

の
見
解
に
基
づ
き
巣
か
ら
直
近
十
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
工
事
を
着
工
し
た
旨
を
、
令
和
五
年
八
月
一
日
開
催
の
第
三
十
回
連
絡

会
で
説
明
し
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
な
が
ら
、
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
に
助
言
・
指
導
を
行
っ
た
当
該
学
識
者
に
加
盟
団
体
が
直
接
問
い
合
わ
せ
た
と

こ
ろ
、
「
巣
の
直
近
位
置
ま
で
の
伐
採
工
事
を
指
導
・
了
解
し
た
事
実
は
な
く
、
オ
オ
タ
カ
が
繁
殖
地
を
放
棄
し
た
こ
と
は

非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
る
」
と
の
証
言
が
得
ら
れ
、
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
開
催
の
第
三
十
一
回
連
絡
会
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
。
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
に
よ
る
説
明
と
学
識
者
の
証
言
に
は
明
ら
か
な
齟
齬
が
あ
る
た
め
、
そ
の
事
実
関
係
の
有
無

や
行
政
指
針
を
逸
脱
す
る
学
識
者
の
指
導
に
つ
い
て
の
可
否
等
、
様
々
な
疑
問
に
対
し
て
議
論
が
行
わ
れ
た
が
、
明
確
な
回
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答
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 
 

そ
の
結
果
、
一
連
の
詳
細
な
経
緯
の
事
実
検
証
と
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
に
よ
る
オ
オ
タ
カ
保
護
対
策
失
敗
の
責
任
及
び

今
後
の
対
応
を
、
文
書
に
て
問
い
合
わ
せ
を
し
た
こ
と
は
、
第
三
十
一
回
連
絡
会
議
事
録
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。 

 
 

そ
の
後
、
十
月
二
十
四
日
に
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
「
紺
屋
地
区
樹
林
伐
採
に
つ
い
て
」
の
回
答
文
書
が
加
盟
団
体

等
へ
郵
送
さ
れ
た
が
、
オ
オ
タ
カ
営
巣
林
の
保
全
の
た
め
竹
林
除
去
の
助
言
を
受
け
伐
採
を
行
っ
た
と
の
、
「
営
巣
中
心

域
」
内
の
樹
林
伐
採
問
題
を
竹
の
除
去
へ
と
矮
小
化
し
、
議
論
を
す
り
替
え
た
回
答
と
し
て
、
関
係
団
体
の
反
発
を
招
い
て

い
る
。 

 
 

こ
の
ま
ま
で
は
、
学
識
者
自
ら
が
否
定
し
た
こ
と
の
事
実
関
係
や
オ
オ
タ
カ
へ
の
悪
影
響
の
対
策
検
証
す
ら
明
ら
か
に
さ

れ
な
い
ま
ま
に
、
国
や
県
の
オ
オ
タ
カ
保
護
指
針
は
蔑
ろ
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
「
営
巣
中
心
域
」
内
で
も

オ
オ
タ
カ
へ
の
決
定
的
な
悪
影
響
が
及
ぶ
工
事
が
進
め
ら
れ
る
懸
念
が
高
ま
っ
て
い
る
。 

 
 

以
上
の
背
景
か
ら
、
オ
オ
タ
カ
繁
殖
地
に
お
け
る
治
水
工
事
の
進
め
方
に
関
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
の

見
解
を
求
め
る
。 
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１ 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所
が
オ
オ
タ
カ
専
門
家
と
し
て
助
言
・
指
導
を
仰
い
だ
葉
山
喜
一
・
柳
沢
紀
夫
の
両
氏
を
選
任
し

た
理
由
と
行
政
上
の
根
拠
、
公
金
支
出
の
詳
細
を
報
告
い
た
だ
き
、
委
嘱
内
容
が
い
か
な
る
も
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 

２ 

越
辺
川
紺
屋
地
区
の
現
地
視
察
日
（
令
和
四
年
五
月
十
九
日
）
の
際
、
上
記
二
名
の
学
識
者
に
対
し
て
荒
川
上
流
河
川

事
務
所
が
案
内
し
た
際
の
、
視
察
ル
ー
ト
及
び
巣
へ
の
確
認
位
置
等
を
提
示
し
た
資
料
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
際
の

資
料
と
議
事
録
を
公
表
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

３ 

オ
オ
タ
カ
が
繁
殖
放
棄
を
し
た
事
実
に
つ
い
て
そ
の
原
因
を
詳
ら
か
に
把
握
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
第
三
十
一
回
連
絡

会
に
お
い
て
、
オ
オ
タ
カ
繁
殖
放
棄
以
降
は
学
識
者
と
の
現
地
視
察
は
行
っ
て
い
な
い
と
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
は
回
答

し
て
い
る
。
そ
の
真
偽
は
如
何
。
ま
た
、
今
年
度
に
お
け
る
現
地
調
査
の
実
施
状
況
と
今
後
の
予
定
に
つ
い
て
確
認
し
た

い
。 

 

４ 

結
果
と
し
て
、
国
や
県
の
オ
オ
タ
カ
保
護
指
針
に
明
確
に
抵
触
す
る
工
事
の
実
施
に
よ
り
、
オ
オ
タ
カ
繁
殖
地
の
消
失

を
招
い
た
こ
と
に
対
し
、
国
土
交
通
省
の
責
任
と
ま
た
有
識
者
の
責
任
の
有
無
を
伺
い
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
環
境
破

壊
に
対
す
る
今
後
の
代
償
措
置
及
び
対
策
を
ど
う
し
て
い
く
の
か
。 



 

８ 

 

 
５ 

越
辺
川
角
泉
地
区
や
早
俣
地
区
等
の
他
の
オ
オ
タ
カ
繁
殖
地
に
お
け
る
今
後
の
治
水
工
事
に
お
い
て
も
、
同
様
な
手
法

を
と
る
の
か
、
同
じ
学
識
者
に
継
続
的
に
助
言
・
指
導
を
求
め
て
い
く
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
解
を
求
め
る
。 

三 

荒
川
上
流
河
川
事
務
所
で
は
、
全
国
に
先
駆
け
平
成
六
年
に
越
辺
川
河
川
敷
へ
の
ビ
オ
ト
ー
プ
を
整
備
し
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
河
川
環
境
の
保
全
整
備
の
先
進
事
例
と
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
来
た
経
緯
が
あ
る
。
こ
の

「
越
辺
川
ビ
オ
ト
ー
プ
」
（
平
成
六
年
）
の
う
ち
、
天
神
橋
下
流
ビ
オ
ト
ー
プ
と
早
俣
ビ
オ
ト
ー
プ
の
二
地
区
に
つ
い
て

は
、
「
入
間
川
流
域
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ
る
河
道
掘
削
工
事
に
よ
り
、
現
在
ま
で
に
樹
林
伐
採
が
実
施
さ

れ
た
。
そ
の
結
果
、
平
坦
な
裸
地
が
広
が
る
と
共
に
、
オ
オ
ブ
タ
ク
サ
等
の
外
来
植
物
が
繁
茂
す
る
場
所
へ
と
変
貌
し
て
い

る
。 

 
 

「
越
辺
川
ビ
オ
ト
ー
プ
」
は
、
平
成
二
十
六
年
に
、
当
時
の
環
境
団
体
と
の
度
重
な
る
協
議
と
協
力
の
も
と
に
整
備
さ
れ

た
。
そ
の
経
緯
を
含
め
、
荒
川
上
流
河
川
事
務
所
の
河
川
環
境
の
取
組
を
象
徴
す
る
場
所
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の

ビ
オ
ト
ー
プ
は
、
樹
林
伐
採
に
よ
る
環
境
破
壊
が
す
で
に
行
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
維
持
保
全
と
治
水
工
事
の
進
め
方
な
ど
、

連
絡
会
に
報
告
、
説
明
が
さ
れ
ず
、
工
事
終
了
後
に
、
今
後
の
さ
ら
な
る
「
工
事
に
お
け
る
配
慮
事
項
」
の
み
が
連
絡
会
に

示
さ
れ
た
。 



 

９ 

 

 
 

「
入
間
川
流
域
緊
急
治
水
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
は
、
治
水
工
事
の
実
施
に
際
し
て
は
「
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
と
し
て

の
多
重
防
御
治
水
」
に
よ
っ
て
河
道
掘
削
と
併
せ
て
ウ
ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
創
出
を
行
う
こ
と
が
、
関
東
地
方
整
備
局
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
の
資
料
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
環
境
対
策
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
「
越
辺
川
ビ
オ
ト
ー
プ
」

の
存
在
や
、
河
道
掘
削
工
事
に
際
し
て
自
ら
示
し
た
グ
リ
ー
ン
イ
ン
フ
ラ
整
備
方
針
と
、
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
治
水
工
事

の
実
態
と
は
あ
ま
り
に
も
乖
離
し
て
い
る
。 

 
 

上
記
の
観
点
か
ら
、
「
越
辺
川
ビ
オ
ト
ー
プ
」
へ
の
治
水
工
事
着
手
に
際
し
、
な
ぜ
連
絡
会
の
場
で
ビ
オ
ト
ー
プ
の
維
持

保
全
と
河
道
掘
削
工
事
の
内
容
を
説
明
せ
ず
、
協
議
を
全
く
行
う
こ
と
な
く
、
樹
林
伐
採
工
事
を
進
め
た
の
か
、
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
第
二
十
九
～
三
十
一
回
の
連
絡
会
の
場
で
も
度
々
意
見
が
出
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
越
辺
川
ビ
オ
ト
ー
プ
」
の
再
生
を
目
指
し
た
今
後
の
工
事
が
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
今
も
っ
て
今
後
の
掘
削
「
工
事
に
お

け
る
配
慮
事
項
」
を
提
示
す
る
の
み
で
、
ビ
オ
ト
ー
プ
再
生
に
向
け
た
議
論
に
対
応
し
な
い
の
か
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

 
 

こ
れ
ら
の
課
題
は
、
冒
頭
で
示
し
た
治
水
と
環
境
の
真
の
調
和
を
図
る
う
え
で
の
本
質
的
な
テ
ー
マ
で
も
あ
る
た
め
、
政

府
と
し
て
の
今
後
の
進
め
方
に
関
す
る
基
本
的
な
見
解
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。 



 

１０ 

 

四 

荒
川
第
二
・
三
調
節
池
は
、
令
和
三
年
三
月
に
「
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
事
業
環
境
影
響
評
価
書
」
が
提
出
さ
れ
て
建
設

工
事
が
着
手
さ
れ
る
に
至
り
、
令
和
五
年
十
二
月
現
在
、
囲
繞
堤
新
設
工
事
等
が
各
所
で
進
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。 

 
 

荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
が
実
施
し
た
令
和
三
年
三
月
の
環
境
影
響
評
価
書
に
お
い
て
は
、
当
該
地
区
の
現
地
調
査
で
保

全
す
べ
き
重
要
動
植
物
が
計
百
七
十
六
種
確
認
さ
れ
、
埼
玉
県
平
野
部
で
は
特
筆
さ
れ
る
良
好
な
水
辺
環
境
が
現
存
す
る
場

所
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
か
ら
、
前
記
し
た
「
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
環
境
保
全
懇
談
会
」
を
河
川
管

理
者
自
ら
が
設
置
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
懇
談
会
は
環
境
影
響
評
価
の
「
準
備
書
」
が
提
出
さ
れ
る
以
前
の
令
和
二
年

八
月
二
十
一
日
に
第
二
回
が
開
催
さ
れ
て
以
来
、
工
事
着
手
後
の
現
在
に
至
る
ま
で
丸
三
年
半
に
わ
た
り
全
く
開
催
さ
れ
て

い
な
い
。 

 
 

環
境
影
響
評
価
で
は
オ
オ
タ
カ
を
始
め
と
す
る
重
要
動
植
物
等
の
保
全
す
べ
き
自
然
環
境
に
対
し
て
は
、
様
々
な
環
境
保

全
措
置
を
講
じ
る
と
共
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
を
通
じ
て
影
響
評
価
を
行
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
「
環
境
保
全
措
置
状
況
報
告
書
」
な
る
も
の
が
八
回
に
わ
た
っ
て

掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
保
全
措
置
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
状
況
が
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
調
査
結

果
や
そ
れ
に
基
づ
く
影
響
評
価
の
現
状
に
つ
い
て
は
一
切
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。 



 

１１ 

 

 
 

当
該
調
節
池
は
、
七
百
六
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
わ
た
り
十
年
間
に
及
ん
で
継
続
さ
れ
る
大
規
模
公
共
事
業
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
上
記
の
実
態
は
荒
川
調
節
池
工
事
事
務
所
が
環
境
へ
の
取
組
を
あ
ま
り
に
も
軽
視
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を

得
な
い
。 

 
 

政
府
が
取
り
組
む
大
規
模
開
発
に
お
い
て
は
通
常
、
学
識
者
や
関
係
団
体
等
で
構
成
さ
れ
た
協
議
機
関
を
開
発
事
業
者
が

自
ら
設
置
し
た
場
合
、
そ
の
場
に
お
い
て
環
境
保
全
措
置
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
取
組
経
過
と
そ
の
影
響
の
分
析
評
価
を
、
議

論
し
て
い
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 
 

当
該
開
発
事
業
に
お
い
て
は
、
「
荒
川
第
二
・
三
調
節
池
環
境
保
全
懇
談
会
」
が
ま
さ
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
と
言
え

る
が
、
な
ぜ
令
和
二
年
八
月
の
第
二
回
以
降
こ
れ
ま
で
、
同
環
境
保
全
懇
談
会
は
三
年
半
に
わ
た
り
一
度
も
開
催
さ
れ
な
か

っ
た
の
か
、
見
解
を
求
め
る
。 

 
 

ま
た
、
こ
の
間
の
環
境
保
全
措
置
及
び
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
結
果
と
そ
れ
に
基
づ
く
影
響
評
価
は
、
誰
が
又
は
ど
の
機

関
が
行
っ
て
い
た
の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


